
○
財
務
省
令
第
四
十
二
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条
の
五
並

び
に
外
国
為
替
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
号
）
第
六
条
の
二
第
二
項
、
第
十
一
条
第
三
項
、
第
十
一
条
の

五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
、
第
十
八
条
の
五
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
及
び
外
国
為
替
の

取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
五
月
九
日

財
務
大
臣

鈴
木

俊
一

外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
及
び
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
預
金
契
約
」
の
下
に
「
若
し
く
は
暗
号
資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
」
を
、
「
貸
借
契
約
」

の
下
に
「
若
し
く
は
暗
号
資
産
の
貸
借
契
約
」
を
加
え
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
又
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
中
「
又
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移
動
業
者
」
に
改
め
、
「
以
下
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
暗



号
資
産
交
換
業
者
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
、
「
為
替
取

引
」
の
下
に
「
又
は
当
該
顧
客
の
当
該
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
資
金

移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め
、
「
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又
は
当
該
顧

客
の
当
該
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移

動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め
、
「
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又
は
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
の
三
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
四
」
を
、
「
係
る
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又

は
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
、
「
又
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に

改
め
、
「
外
国
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又
は
暗
号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、

資
金
移
動
業
者
若
し
く
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
外
国
為
替
取
引
」
の
下
に
「
又
は
暗

号
資
産
の
移
転
」
を
加
え
、
「
又
は
資
金
移
動
業
者
」
を
「
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に
改
め

る
。第

八
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び
ヌ
⑵
中
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
」

に
改
め
、
同
号
ヨ
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
法
第
二
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
限
る
。
タ
に
お
い
て
同

じ
。
）
及
び
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金

融
機
関
等
」
に
改
め
、
同
号
タ
中
「
第
二
号
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
第
二
号
」
に
、
「
銀
行
等
そ
の
他



の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
を
い
う
」
を
「
を
い
い
、
法
第

十
八
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
暗
号
資
産
移
転
取
引
を
含
む
」
に
改
め

る
。第

八
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る

暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
中

「
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
」
又
は
「
銀
行
等
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
と
、
「
特
定
為
替
取

引
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
移
転
取
引
」
と
、
「
預
金
口
座
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
の
管
理
口
座
」
と
、

「
振
替
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
の
移
転
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
」
を
「
、
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
」
に

改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
を
「
を
い
い
、
法
第
二
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
暗

号
資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
を
含
む
」
に
、
「
（
以
下
」
を
「
（
暗
号
資
産
の
移
転
を
求
め
る
権
利
の
発
生
、
変

更
又
は
消
滅
に
係
る
取
引
を
含
む
。
以
下
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
保
証
契
約
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
貸
借
契
約
又
は
暗
号
資
産
を
移
転
す
る
義
務
の
保
証
契
約
を
含
む
。
）
」
を
加

え
、
同
項
第
三
号
中
「
売
買
契
約
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他



の
暗
号
資
産
と
の
交
換
に
関
す
る
契
約
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
号
中
「
（
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
（
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
（
暗
号
資

産
交
換
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
銀
行

等
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
外
国
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
及
び
外
国
金
融
機
関
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
ハ
中
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関

等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
中
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
六
第
一
項
第
一
号
中
「
金
融
指
標
等
先
物
契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒

介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
受
け
る
こ
と
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
受
け
る
こ
と
（
こ
れ
ら

の
行
為
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し
て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

金
融
指
標
等
先
物
契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理

を
受
け
る
こ
と

第
十
二
条
の
六
第
一
項
第
二
号
中
「
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
金
融
指
標
等
先
物

契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
引
き
受
け
る
こ
と
及
び
同

項
」
を
「
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。



第
二
十
七
条
第
三
号
中
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
を
「
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
令
第
六
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
令
第
七
条
の

二
」
を
加
え
、
「
支
払
等
の
う
ち
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
」
を
「
支
払
等
若
し
く
は
令
第
十
一
条
第
一
項
若
し

く
は
令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
に
係
る
支
払
等
の
う
ち
暗
号
資
産
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
、
当

該
資
本
取
引
の
う
ち
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
資
本
取
引
と
み
な
さ
れ
る
取
引
又
は
令
第
十
一
条
の
五
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
」
に
改
め
、

「
す
べ
き
支
払
等
」
の
下
に
「
、
取
引
又
は
行
為
」
を
、
「
当
該
支
払
等
」
の
下
に
「
、
取
引
又
は
行
為
」
を
加
え

る
。別

紙
様
式
第
二
中
「又
は
資
金
移
動
業
者

」
を
「

資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

」
に
改
め
、
「為

、

替
取
引

」
の
次
に
「又
は
暗
号
資
産
の
移
転

」
を
加
え
、
別
紙
様
式
第
五
中
「併

せ
て
記
入
す
る
こ
と

。

」
の
次
に

「な
お

法
第

2
0
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
資
本
取
引
と
み
な
さ
れ
る
暗
号
資
産
取
引
に
つ
い
て
の
許
可
の
申
請
を

、

行
う
場
合
に
は

そ
の
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
数
量
及
び
本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額

（対
価
が
金
銭
で

、

あ
る
場
合
等
そ
の
財
産
的
価
値
が
金
銭
で
確
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
金
銭
の
額

）を
同
欄
に
記
入
す
る
こ
と

（例

：○
○
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

（B
TC

）

本
邦
通
貨
に
換
算
し
た
金
額

：○
○
円

）

。

」
を
加
え
、
「又

は
資
金
移

、

動
業
者

」
を
「

資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

」
に
改
め
、
「為

替
取
引

」
の
次
に
「又

は
暗
号
資
産

、



の
移
転

」
を
加
え
、
別
紙
様
式
第
六
か
ら
第
十
四
ま
で
の
様
式
中
「又
は
資
金
移
動
業
者

」
を
「

資
金
移
動
業
者

、

又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者

」
に
改
め
、
「為

替
取
引

」
の
次
に
「又
は
暗
号
資
産
の
移
転

」
を
加
え
る
。

（
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
一
号
へ
中
「
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
号
中
チ
を
リ
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

チ

暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
に
係
る
支
払
等
の
う
ち
、
当
該
売
買
又
は
他
の
暗
号
資

産
と
の
交
換
が
暗
号
資
産
交
換
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
交

換
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
（
以
下
「
媒
介
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て

さ
れ
る
も
の

第
七
条
第
一
項
中
「
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
（
以
下
「
媒
介
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
媒
介
等
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
三
号
（
法
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
資
本
取
引
と

み
な
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
資
本
取
引
の
媒
介
等
（
三
千
万
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
資
本
取
引



の
媒
介
等
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該
媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
に
つ
い

て
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
当
該
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内

に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
の
媒
介
等
を
し
た
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、
当
該
媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
及
び

当
該
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
中
に
お
い
て
行
わ
れ
た
当
該
資
本
取
引
以
外
の
資
本
取
引
（
当
該
暗

号
資
産
交
換
業
者
が
媒
介
等
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
一
括
し
て
報
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該
一
括
し
て
報
告

し
よ
う
と
す
る
資
本
取
引
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
作
成
し
、
当
該
媒
介
等
を
し

た
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
二
十
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条
第
一
号
中
「
第
三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
中
「
外
国
通
貨
と
の
間
」
の
下
に
「
の
換
算
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
第
一
条
第
二
項
第
一
号

ホ
」
を
「
第
一
条
第
二
項
第
一
号
ニ
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
の
二

第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
の
媒
介
等

当
該
媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日

に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
換
算
す
る
方
法

第
三
十
六
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。



２

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
十
三
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
す
る
場
合
に
お
け
る
異
種
の
暗

号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
資
本
取
引
が
行
わ

れ
た
日
に
お
け
る
当
該
資
本
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
合
理
的
と
認
め
ら

れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
紙
様
式
第
三
及
び
第
四
の
様
式
中
「本

省
令
第
１
条
第
２
項
第
１
号
ハ
又
は
ニ

」
を
「本

省
令
第
１
条
第
２
項

第
１
号
ロ
又
は
ハ

」
に
改
め
る
。

別
紙
様
式
第
二
十
三
及
び
第
二
十
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別紙様式第二十三                           根拠法規：外国為替の取引等の 

                                        報告に関する省令 

                                   主務官庁：財 務 省 

 
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る 

媒介等に関する報告書 
 

財 務 大 臣 殿                     報告年月日：                 
（日本銀行経由）                     報 告 者： 

氏名又は名称及び 
代 表 者 の 氏 名             
住所又は所在地               
責任者の氏名                
担当者の氏名（電話番号）          
 

１ 取引の当事者  居住者の氏名又は名称： 

 非居住者の氏名又は名称： 

２ 取引の種類 
         
     （下記の中から選びその番号を枠内に記入すること。） 
 

1) 居住者による暗号資産の買入 2) 居住者による暗号資産の売却 3) 暗号資産と他の暗号資産

との交換 

３ 暗号資産の種類 

【暗号資産の売買】 
（下記の中から売買する暗号資産の種類を選びその番号を枠

内に記入し、6)については（  ）内に暗号資産の種類の具体

的な名称を記入すること。） 
 

【暗号資産と他の暗号資産との交換】 
（下記の中から交換する暗号資産の種類をそれぞれ選

び、居住者が譲り受ける暗号資産の番号をイの枠内

に、居住者が譲渡する暗号資産の番号をロの枠内に

記入し、6)については（  ）内に暗号資産の種類の

具体的な名称を記入すること。） 

1) ビットコイン（BTC） 2) イーサリアム（ETH） 3) リップル（XRP） 4) ビットコインキャッ

シュ（BCC 又は BCH） 5) ライトコイン（LTC） 6) その他（              ） 

４ 非居住者の所在国等 

所在国又は地域名（         ）  
 

   本省令別表第２に定める国又は地域番号を記入す

ること。 
 

５ 取引の実行年月日 
 

    年   月   日 
 

６ 取引金額 

（単位：百万円） 

 
【暗号資産と他の暗号資産との交換の本邦通貨への換算方法】 

（下記の中から選びその番号を枠内に記入し、4)の場合には

（  ）内に具体的な換算の方法（レート）を記入すること。） 

 
1) 実勢相場 2) 月中平均レート 3) 月末レート 4) その他（       ） 

（日本産業規格 Ａ４） 

 

 

 

  
イ ロ 



 

（記入要領） 

１ 西暦により記入すること。 

２ 「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。 

３ 「４ 非居住者の所在国等」欄は、上欄に取引の当事者のうち非居住者の所在国又は地域名を記

入し、下欄に当該所在国又は地域に係る本省令別表第２に定める国又は地域番号を記入すること。 

４ 「５ 取引の実行年月日」欄には、当該取引の決済日を記入すること。 

５ 「６ 取引金額」欄は、以下の取引の種類に応じた金額を記入すること。 

⑴ 暗号資産の売買 

暗号資産の売買の対価の額を記入することとし、外国通貨で決済した場合には、本省令第 35

条第１号の規定により円換算の上、記入すること。 

 ⑵ 暗号資産と他の暗号資産との交換 

   居住者が譲り受ける暗号資産を本邦通貨に換算した額を記入すること。暗号資産の本邦通貨

への換算は、本省令第 36 条の２第２項に定める方法により行うこととし、具体的な換算の方法

については、1)～4)の該当する番号を記入すること。「4)その他」の場合には、具体的な換算の

方法（レート）を記入すること。 

６ 本報告書の提出に際しては、この記入要領を転写することは要しない。 



 別紙様式第二十四 根拠法規：外国為替の取引等の
　　　　　報告に関する省令
主務官庁：財 務 省

  財 務 大 臣 殿 報告年月日：

 （日本銀行経由） 報告者：

住所又は所在地

責任者の氏名

担当者氏名（電話番号）

コード コード

（記入要領）
１　西暦により記入すること。
２　「責任者の氏名」欄には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
３　本報告書は、報告しようとする暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換が行われた日の属
　する月毎に記入すること。
４　３千万円相当額以下の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を除外して報告することが
　困難な場合には、これらを含めて報告して差し支えない。
５　「共通項目」及び｢明細項目｣におけるコード番号は、裏面のコード表の記載に従い記入する
  こと。
６　本報告書は、「取引の種類」ごとに別葉として作成すること。
７　記入欄が不足する場合には、適宜欄を追加し、又は本様式を用いて当該不足する欄のみを記
　入し次葉として報告すること。
８　暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の取引当事者の氏名又は名称については、別途適
　宜の方法により管理・保存しておくこと。

（日本産業規格Ａ４）

暗号資産と他の暗号資産との交換の本邦通貨への換算方法（該当分に○　４．の場合には（　　）
内に使用した換算の方法（レート）を記入すること。）

名称 名称

ロ

取　引　金　額

暗号資産の種類
非居住者の
所在地国等

イ

暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る
媒介等に関する報告書（一括報告分）

１．実勢相場　　２.月中平均レート　　３.月末レート　　４．その他（　　　　 　　　　）

（単位：百万円）

共　通　項　目

取引の種類 取   引   年   月

氏名又は名称

及び代表者の氏名



【報告書裏面】

【共通項目】

 取引年月【注２】

コード

１

２

３

【明細項目】

コード コード 定義

１

２

３

４

５

６

【注１】取引の種類

【注２】取引年月

【注３】暗号資産の種類

【注４】非居住者の所在国等

【注５】取引金額

（注）本報告書の提出に際しては、この裏面を転写することは要しない。

⑴　暗号資産の売買
暗号資産の売買の対価の額を記入することとし、外国通貨で決済し
た場合には、本省令第35条第１号の規定により円換算の上、記入す
ること。
⑵　暗号資産と他の暗号資産との交換
居住者が譲り受ける暗号資産を本邦通貨に換算した額を記入するこ
と。暗号資産の本邦通貨への換算は、本省令第36条の２第２項に定
める方法により行うこととし、具体的な換算の方法については、
「暗号資産と他の暗号資産との交換の本邦通貨への換算方法」の１.
～４.の該当する番号に○を付けること。「４.」の場合には、具体
的な換算の方法（レート）を記入すること。

西暦年月
(６桁)

本邦通貨換算
（百万円単位）

 取引金額【注５】

暗号資産と他の暗号資産との交換

⑴　暗号資産の売買
売買する暗号資産の種類をイ欄にのみ記入すること。
⑵　暗号資産と他の暗号資産との交換
居住者が譲り受ける暗号資産の種類をイ欄に、居住者が譲渡する暗
号資産の種類をロ欄に記入すること。
（注）コード「１」～「５」を記入する場合、「名称」欄の記入は
要しない。

ビットコインキャッシュ（BCC又は
BCH）

ライトコイン（LTC）

居住者による暗号資産の売却 YYYYMM

定義

暗号資産の種類【注３】

 取引の種類【注１】

居住者による暗号資産の買入を「１」、居住者による暗号資産の売
却を「２」、暗号資産と他の暗号資産との交換を「３」として記入
すること。

以下の取引の種類に応じた金額を記入すること（単位未満は四捨五
入）。

外国にある事業所に勤務する目的で現に外国に滞在しているなど本
邦国籍を有する非居住者との取引は、当該非居住者の所在国又は地
域を記入すること。

年表示は西暦（４桁）で記入し、月表示は「０１」から「１２」ま
でとして記入すること。

取引の当事者のうち非居住者の所在国又は地域を本省令別表第２に
定める国又は地域番号により記入すること。

 非居住者の所在国等【注４】

（３桁）
本省令別表第２に定める国又

は地域番号

その他

リップル（XRP)

イーサリアム（ETH）

ビットコイン（BTC)

定義

居住者による暗号資産の買入

 



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
五
月
十
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
新
報
告
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
チ
並
び
に
第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
令

和
四
年
六
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
る
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
等
及
び
新

報
告
省
令
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
二
及
び
第
五
か
ら
第
十
四
ま
で
の
様
式
に
よ

る
申
請
書
並
び
に
新
報
告
省
令
別
紙
様
式
第
三
及
び
第
四
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正

前
の
外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
二
及
び
第
五
か
ら
第
十
四
ま
で
の
様
式
に
よ
る
申
請
書
並
び
に
改
正
前

の
外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
別
紙
様
式
第
三
及
び
第
四
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
取
り
繕
い
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



 

1 

〇 

外
国
為
替
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）  

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 
（
支
払
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
） 

第
五
条 

［
略
］ 

２ 

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
支
払
等
（
支
払

又
は
支
払
の
受
領
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
預
金
契
約
若
し
く
は
暗
号

資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
、
金
銭
の
貸
借
契
約
若
し
く
は
暗
号
資
産
の
貸

借
契
約
又
は
役
務
取
引
（
労
務
又
は
便
益
の
提
供
を
目
的
と
す
る
取
引
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
支
払
等
（
当
該
支
払

等
に
係
る
支
払
及
び
そ
の
支
払
の
受
領
の
い
ず
れ
も
が
本
邦
に
お
い
て
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

３
・
４ 

［
略
］ 

 

（
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
確
認
事
務
の
実
施

手
続
） 

第
六
条 

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る

暗
号
資
産
交
換
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が

法
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
支
払
等
若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資

本
取
引
に
係
る
支
払
等
又
は
同
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
二

号
に
定
め
る
役
務
取
引
等
（
法
第
二
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
こ
の
省
令

（
支
払
等
の
許
可
の
申
請
手
続
等
） 

第
五
条 

［
同
上
］ 

２ 

令
第
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
支
払
等
（
支
払

又
は
支
払
の
受
領
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
預
金
契
約
、
金
銭
の
貸
借

契
約
又
は
役
務
取
引
（
労
務
又
は
便
益
の
提
供
を
目
的
と
す
る
取
引
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
契
約
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
支
払
等
（
当
該
支
払

等
に
係
る
支
払
及
び
そ
の
支
払
の
受
領
の
い
ず
れ
も
が
本
邦
に
お
い
て
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 

３
・
４ 

［
同
上
］ 

 

（
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
の
確
認
事
務
の
実
施
手
続
） 

 第
六
条 

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
資
金
移
動
業
者
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
法
第
十
七
条
第
一
号
に

掲
げ
る
支
払
等
若
し
く
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
に
係
る
支
払
等

又
は
同
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
二
号
に
定
め
る
役
務
取
引

等
（
法
第
二
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
役
務
取
引
に
限
る
。
以
下
こ
の
項

及
び
第
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
支
払
等
に
該
当
す
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
こ
の
省
令
に
基
づ
く
当
該
資
本
取

引
若
し
く
は
役
務
取
引
等
又
は
支
払
等
に
係
る
許
可
証
若
し
く
は
変
更
許
可
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に
基
づ
く
当
該
資
本
取
引
若
し
く
は
役
務
取
引
等
又
は
支
払
等
に
係
る
許
可

証
若
し
く
は
変
更
許
可
証
（
原
許
可
証
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
許
可
証
等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を

求
め
、
当
該
許
可
証
等
に
よ
り
法
第
十
七
条
各
号
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要

件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客
と
当
該
支
払
等
に
係
る
為

替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の
当
該
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

２ 

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
そ
の
顧
客
の
支

払
等
が
法
第
十
七
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
三
号
に
定
め
る

対
内
直
接
投
資
等
に
係
る
支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

当
該
顧
客
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲

げ
る
書
類
（
第
一
号
に
あ
つ
て
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お

い
て
「
届
出
受
理
証
等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
、
当
該
届
出
受
理
証

等
に
よ
り
法
第
十
七
条
第
三
号
に
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
確
認

の
上
、
当
該
顧
客
と
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
当
該
顧
客
の
当
該

支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
し
た
旨
公
示
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該

顧
客
か
ら
の
同
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
に
代
え
て
、
当
該
銀
行

等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
当
該
期
間
を
短
縮
し
た
旨

公
示
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
自
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
一
～
七 

略
］ 

３ 

銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定

に
よ
り
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
つ
た
と
き

証
（
原
許
可
証
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三

項
に
お
い
て
「
許
可
証
等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
、
当
該
許
可
証
等

に
よ
り
法
第
十
七
条
各
号
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と

を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客
と
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
う
も
の
と

す
る
。 

  

２ 

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
は
、
そ
の
顧
客
の
支
払
等
が
法
第
十
七
条
第

三
号
の
規
定
に
基
づ
く
令
第
七
条
第
三
号
に
定
め
る
対
内
直
接
投
資
等
に
係

る
支
払
等
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
顧
客
か
ら
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
一
号
に

あ
つ
て
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚

に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
届
出
受
理
証

等
」
と
い
う
。
）
の
提
示
を
求
め
、
当
該
届
出
受
理
証
等
に
よ
り
法
第
十
七

条
第
三
号
に
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
当
該
顧
客
と

当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
を
短
縮
し
た
旨
公
示
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該

顧
客
か
ら
の
同
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
の
提
示
に
代
え
て
、
当
該
銀
行
等

又
は
資
金
移
動
業
者
は
当
該
期
間
を
短
縮
し
た
旨
公
示
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
自
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

［
一
～
七 
同
上
］ 

 

３ 

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
等
に
係
る

為
替
取
引
を
行
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
か
ら
提
示
を
受
け
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は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
か
ら
提
示
を
受
け
た
許
可
証
又
は
届
出
受
理

証
の
「
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
記
入
欄
」
に

当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又
は
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
つ
た
年
月
日
、

金
額
及
び
確
認
を
行
つ
た
者
を
記
入
の
上
、
許
可
証
等
又
は
届
出
受
理
証
等

を
当
該
顧
客
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
確
認
の
た
め
の
是
正
措
置
の
手
続
） 

第
七
条 

財
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
法
第
十
七
条
の
三
及
び

第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第

十
七
条
（
法
第
十
七
条
の
三
及
び
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
又

は
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
つ
た
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交

換
業
者
に
対
し
、
外
国
為
替
取
引
又
は
暗
号
資
産
の
移
転
に
係
る
業
務
の
全

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
当
該
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
若

し
く
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
の
当
該
業
務
の
内
容
を
制
限
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
当
該
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
に

対
す
る
通
知
に
よ
り
、
そ
の
停
止
を
命
じ
る
業
務
又
は
制
限
す
る
業
務
の
内

容
を
指
定
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
為
替
取
引
又
は
暗
号
資
産
の
移

転
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
停
止
し
、
又
は
そ
の

業
務
の
内
容
を
制
限
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
停
止
を
し
、
又
は
制
限
す

る
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
停
止
を
し
、
又
は
制
限
し

た
銀
行
等
、
資
金
移
動
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
対
す
る
通
知
に
よ

り
、
速
や
か
に
そ
の
停
止
又
は
制
限
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
本
人
確
認
方
法
） 

た
許
可
証
又
は
届
出
受
理
証
の
「
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
の
記
入
欄
」

に
当
該
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
つ
た
年
月
日
、
金
額
及
び
確
認
を
行

つ
た
者
を
記
入
の
上
、
許
可
証
等
又
は
届
出
受
理
証
等
を
当
該
顧
客
に
返
還

す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
確
認
の
た
め
の
是
正
措
置
の
手
続
） 

第
七
条 

財
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
法
第
十
七
条
の
三
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
七
条
（
法
第
十
七

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
そ
の
顧

客
の
支
払
等
に
係
る
為
替
取
引
を
行
つ
た
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
に
対

し
、
外
国
為
替
取
引
に
係
る
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、

又
は
当
該
銀
行
等
若
し
く
は
資
金
移
動
業
者
の
当
該
業
務
の
内
容
を
制
限
す

る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
に
対
す
る

通
知
に
よ
り
、
そ
の
停
止
を
命
じ
る
業
務
又
は
制
限
す
る
業
務
の
内
容
を
指

定
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
外
国
為
替
取
引
に
係
る
業
務
に
つ
い

て
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
停
止
し
、
又
は
そ
の
業
務
の
内
容
を
制
限
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
停
止
を
し
、
又
は
制
限
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
停
止
を
し
、
又
は
制
限
し
た
銀
行
等
又
は
資
金
移

動
業
者
に
対
す
る
通
知
に
よ
り
、
速
や
か
に
そ
の
停
止
又
は
制
限
を
解
除
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
本
人
確
認
方
法
） 
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第
八
条 

法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
顧
客
（
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
と
み
な

さ
れ
る
自
然
人
を
含
み
、
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
（
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
顧
客
等
と
す
る
。
第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
三
及
び
第
十
二
条
の
七
を
除

き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
代
表
者
等
（
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
代

表
者
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方

法
と
す
る
。 

一 

自
然
人
で
あ
る
顧
客
又
は
代
表
者
等
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

 

次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か 

［
イ
～
ニ 

略
］ 

ホ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
銀
行
等
（
資
本
取
引
に
係
る
契
約

締
結
等
行
為
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
（
法
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提

供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該

顧
客
又
は
代
表
者
等
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ

た
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
容
貌
及
び
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の

画
像
情
報
で
あ
つ
て
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
係
る
画
像
情

報
が
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
、
住

所
又
は
居
所
及
び
生
年
月
日
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
貼
り

付
け
ら
れ
た
写
真
並
び
に
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
厚
み
そ
の

他
の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受

け
る
方
法 

［
ヘ
～
リ 

略
］ 

第
八
条 

[

同
上] 

        

一 

［
同
上
］ 

 

［
イ
～
ニ 

同
上
］ 

ホ 

当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
か
ら
、
銀
行
等
（
資
本
取
引
に
係
る
契
約

締
結
等
行
為
に
あ
つ
て
は
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
（
法
第
二
十

二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
提
供
す

る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
、
本
人
確
認
用
画
像
情
報
（
当
該
顧
客

又
は
代
表
者
等
に
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮
影
を
さ
せ
た
当

該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
容
貌
及
び
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
画
像

情
報
で
あ
つ
て
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
係
る
画
像
情
報

が
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
、
住
所

又
は
居
所
及
び
生
年
月
日
、
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
に
貼
り
付

け
ら
れ
た
写
真
並
び
に
当
該
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
の
厚
み
そ
の
他

の
特
徴
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
）
の
送
信
を
受
け

る
方
法 

［
ヘ
～
リ 

同
上
］ 
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ヌ 

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
又
は
代
表
者

等
か
ら
当
該
顧
客
の
本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も

に
、
当
該
本
人
確
認
書
類
の
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
当
該
顧
客
の
住

所
又
は
居
所
に
宛
て
て
、
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
書
留
郵
便
等

に
よ
り
、
転
送
不
要
郵
便
物
等
と
し
て
送
付
す
る
方
法 

⑴ 
［
略
］ 

⑵
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
（
銀

行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
か

ら
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
の
提
供
を
受
け
て
い

る
場
合
に
限
る
。
） 

［
ル
～
カ 

略
］ 

ヨ 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
（
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
二
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定

す
る
暗
号
資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
の
締
結
に
限
る
。
タ
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に

掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
特
定
の
預
金
口
座
に
お
け
る
口
座
振
替
の
方
法

に
よ
り
決
済
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
預
金
口
座
が
開
設
さ
れ

て
い
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
取

扱
い
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
当
該
預
金
口
座

に
係
る
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
す

る
際
に
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
を
行
い
、
か
つ
、
当
該

本
人
確
認
に
つ
い
て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
方
法
（
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関

等
と
取
扱
い
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の

ヌ 

［
同
上
］ 

    

⑴ 

［
同
上
］ 

⑵
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
掲
げ
る
取
引
（
銀

行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
顧
客
か
ら

同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
の
提
供
を
受
け
て
い
る

場
合
に
限
る
。
） 

［
ル
～
カ 

同
上
］ 

ヨ 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

の
う
ち
、
特
定
の
預
金
口
座
に
お
け
る
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
決
済

さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
預
金
口
座
が
開
設
さ
れ
て
い
る
銀
行

等
そ
の
他
の
金
融
機
関
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
取
扱
い
銀
行
等
そ

の
他
の
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
が
当
該
預
金
口
座
に
係
る
令
第
十
一

条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
契
約
を
締
結
す
る
際
に
当
該
顧
客

又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
に
つ
い

て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
（
こ
の
方

法
を
用
い
よ
う
と
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
と
取
扱
い
銀
行
等

そ
の
他
の
金
融
機
関
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に

つ
い
て
合
意
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 
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方
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

タ 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
及
び
第
二
号
か
ら

第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
第
四
十
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
決
済
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
、
又
は
付
与
し
た
者
が
当
該
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
に
係
る
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧

客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確
認
（
ヨ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を

除
く
。
）
を
行
い
、
か
つ
、
当
該
本
人
確
認
に
つ
い
て
本
人
確
認
記
録

を
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
（
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と

す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
と
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を

交
付
し
、
又
は
付
与
し
た
者
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
方
法
を
用
い
る

こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
二
・
三 

略
］ 

［
２
・
３ 

略
］ 

４ 

銀
行
等
は
、
令
第
七
条
の
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
三
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
八
条
の
七
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除

く
国
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
当
該
銀
行
等
と
の
間
で
現
に
特
定
為
替
取

引
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
為
替
取
引
を
い
い
、
法
第
十
八

条
の
六
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
暗
号
資

産
移
転
取
引
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等

行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
自
然
人
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
一
号
ロ
、
チ
、

リ
又
は
ル
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
自
然
人
の
住
所
又
は
居
所
に
代
え
て
、
当
該
自
然
人
か
ら
、
当
該
人
格
の

 

タ 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

の
う
ち
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二

項
第
四
十
号
に
規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
決
済
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を

交
付
し
、
又
は
付
与
し
た
者
が
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
に
係
る
犯

罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
七
条
第
一
項
第

三
号
に
掲
げ
る
取
引
を
行
う
際
に
当
該
顧
客
又
は
代
表
者
等
の
本
人
確

認
（
ヨ
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
い
、
か
つ
、

当
該
本
人
確
認
に
つ
い
て
本
人
確
認
記
録
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
方
法
（
こ
の
方
法
を
用
い
よ
う
と
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融

機
関
と
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
交
付
し
、
又
は
付
与
し
た
者

が
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
合
意
を
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
） 

［
二
・
三 

同
上
］ 

［
２
・
３ 

同
上
］ 

 

４ 

銀
行
等
は
、
令
第
七
条
の
三
に
掲
げ
る
も
の
（
同
条
第
三
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
第
八
条
の
七
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
も

の
を
除
き
、
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除

く
国
等
」
と
い
う
。
）
の
た
め
に
当
該
銀
行
等
と
の
間
で
現
に
特
定
為
替
取

引
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
為
替
取
引
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
又
は
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
自

然
人
に
つ
い
て
、
第
一
項
第
一
号
ロ
、
チ
、
リ
又
は
ル
に
掲
げ
る
方
法
に
よ

り
本
人
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
然
人
の
住
所
又
は
居
所
に

代
え
て
、
当
該
自
然
人
か
ら
、
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除
く

国
等
の
主
た
る
事
務
所
等
若
し
く
は
営
業
所
若
し
く
は
当
該
自
然
人
が
所
属
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な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除
く
国
等
の
主
た
る
事
務
所
等
若
し
く
は
営
業
所

若
し
く
は
当
該
自
然
人
が
所
属
す
る
官
公
署
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
の

記
載
が
あ
る
当
該
人
格
の
な
い
社
団
又
は
財
団
等
を
除
く
国
等
若
し
く
は
当

該
自
然
人
の
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
補
完
書
類
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当

該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は

そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
当
該
場
所
に
宛
て
て
取
引
又
は
行

為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

［
５
～
７ 

略
］ 

 

（
口
座
振
替
の
方
法
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
特
定
為
替
取
引
） 

第
八
条
の
二 

銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
が
行
う
特
定
為
替
取
引
が
、
次
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
は
、

当
該
特
定
為
替
取
引
に
つ
い
て
、
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。 

［
一
～
五 

略
］ 

２ 

前
項
の
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
暗
号
資
産
交
換

業
者
が
そ
の
顧
客
の
支
払
等
に
係
る
暗
号
資
産
の
移
転
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
中
「
銀

行
等
又
は
資
金
移
動
業
者
」
又
は
「
銀
行
等
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
交

換
業
者
」
と
、
「
特
定
為
替
取
引
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
移
転
取
引
」

と
、
「
預
金
口
座
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
の
管
理
口
座
」
と
、
「
振

替
」
と
あ
る
の
は
「
暗
号
資
産
の
移
転
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
許
可
を
要
す
る
資
本
取
引
を
指
定
す
る
方
法
） 

第
十
一
条 

令
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

適
切
な
方
法
は
、
財
務
省
及
び
日
本
銀
行
に
お
い
て
掲
示
す
る
方
法
と
す

る
。 

す
る
官
公
署
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
所
の
記
載
が
あ
る
当
該
人
格
の
な
い

社
団
又
は
財
団
等
を
除
く
国
等
若
し
く
は
当
該
自
然
人
の
本
人
確
認
書
類
若

し
く
は
補
完
書
類
の
提
示
を
受
け
、
又
は
当
該
本
人
確
認
書
類
若
し
く
は
そ

の
写
し
若
し
く
は
当
該
補
完
書
類
若
し
く
は
そ
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
と

と
も
に
、
当
該
場
所
に
宛
て
て
取
引
又
は
行
為
に
係
る
文
書
を
送
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

［
５
～
７ 

同
上
］ 

 

（
口
座
振
替
の
方
法
等
に
よ
り
行
わ
れ
る
特
定
為
替
取
引
） 

第
八
条
の
二 

［
同
上
］ 

  

［
一
～
五 

同
上
］ 

 

（
新
設
） 

       
（
許
可
を
要
す
る
資
本
取
引
を
指
定
す
る
方
法
） 

第
十
一
条 
［
同
上
］ 
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２ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
資
本
取
引
の
指
定
を
し
た
と

き
は
、
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
又
は
暗
号
資
産
交
換
業
者
に
対
し
、

当
該
指
定
を
し
た
旨
及
び
当
該
指
定
を
し
た
資
本
取
引
の
内
容
を
通
知
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
顧
客
に
周
知
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
資
本
取
引
の
許
可
の
申
請
手
続
） 

第
十
二
条 

居
住
者
が
令
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
の
許

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
の
許
可

を
受
け
る
に
際
し
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
を
併
せ
て
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
当

該
居
住
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
許
可
申
請
書
三
通
を
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

預
金
契
約
（
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
預
金
契
約
を
い
い
、
法

第
二
十
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
管
理
に
関
す
る
契
約
を

含
む
。
）
又
は
信
託
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
発
生
、
変
更
又
は
消
滅
に
係

る
取
引
（
暗
号
資
産
の
移
転
を
求
め
る
権
利
の
発
生
、
変
更
又
は
消
滅
に

係
る
取
引
を
含
む
。
以
下
「
債
権
の
発
生
等
に
係
る
取
引
」
と
い
う
。
）

 

別
紙
様
式
第
五 

二 

金
銭
の
貸
借
契
約
又
は
債
務
の
保
証
契
約
（
法
第
二
十
条
の
二
第
二
号

に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
貸
借
契
約
又
は
暗
号
資
産
を
移
転
す
る
義
務
の

保
証
契
約
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
債
権
の
発
生
等
に
係
る
取
引
（
第
十
一

号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
を
除
く
。
） 

別
紙
様
式
第
五 

三 

対
外
支
払
手
段
又
は
債
権
そ
の
他
の
売
買
契
約
（
法
第
二
十
条
の
二
第

三
号
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
に
関

２ 

財
務
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
資
本
取
引
の
指
定
を
し
た
と

き
は
、
銀
行
等
又
は
金
融
商
品
取
引
業
者
に
対
し
、
当
該
指
定
を
し
た
旨
及

び
当
該
指
定
を
し
た
資
本
取
引
の
内
容
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を

顧
客
に
周
知
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
資
本
取
引
の
許
可
の
申
請
手
続
） 

第
十
二
条 

［
同
上
］ 

      

一 

預
金
契
約
（
法
第
二
十
条
第
一
号
に
規
定
す
る
預
金
契
約
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
信
託
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
発
生
、
変
更
又
は
消
滅
に

係
る
取
引
（
以
下
「
債
権
の
発
生
等
に
係
る
取
引
」
と
い
う
。
） 

別
紙

様
式
第
五 

  

二 

金
銭
の
貸
借
契
約
又
は
債
務
の
保
証
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
発
生
等
に

係
る
取
引
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
資
本
取
引
を
除
く
。
） 

別
紙
様
式
第

五 

 

三 

対
外
支
払
手
段
又
は
債
権
そ
の
他
の
売
買
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
発
生

等
に
係
る
取
引 
別
紙
様
式
第
五 
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す
る
契
約
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
債
権
の
発
生
等
に
係
る
取
引 

別
紙
様

式
第
五 

［
四
～
十
二 

略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

 

（
本
人
確
認
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
行
為
） 

第
十
二
条
の
三 
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
の
う
ち
、
特
定
通
信
手
段
（
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等

（
暗
号
資
産
交
換
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
、
次
号
及
び
第
五
号
並
び

に
第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
外
国

に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下
「
外
国
金
融
機
関
」
と
い

う
。
）
の
間
で
利
用
さ
れ
る
国
際
的
な
通
信
手
段
で
あ
つ
て
、
当
該
通
信

手
段
に
よ
つ
て
送
信
を
行
う
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
及
び
外
国
金

融
機
関
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
銀
行
等
そ
の
他

の
金
融
機
関
等
及
び
外
国
金
融
機
関
を
顧
客
等
（
法
第
二
十
二
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

顧
客
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
通
信
手
段
を
介
し
て
確
認
又
は
決
済

の
指
示
が
行
わ
れ
る
も
の
（
外
国
金
融
機
関
と
の
間
の
行
為
に
つ
い
て

は
、
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
と
の
間

の
行
為
を
除
く
。
） 

二 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
の
う
ち
、
日
本
銀
行
が
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
及
び
外

  

［
四
～
十
二 

同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

 

（
本
人
確
認
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
行
為
） 

第
十
二
条
の
三 

［
同
上
］ 

 

一 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
の
う
ち
、
特
定
通
信
手
段
（
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び

こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
で
外
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
も
の
（
以
下

「
外
国
金
融
機
関
」
と
い
う
。
）
の
間
で
利
用
さ
れ
る
国
際
的
な
通
信
手

段
で
あ
つ
て
、
当
該
通
信
手
段
に
よ
つ
て
送
信
を
行
う
銀
行
等
そ
の
他
の

金
融
機
関
及
び
外
国
金
融
機
関
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
を
利

用
す
る
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
外
国
金
融
機
関
を
顧
客
等
（
法

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
法
第
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
特
定
通
信
手
段
を
介

し
て
確
認
又
は
決
済
の
指
示
が
行
わ
れ
る
も
の
（
外
国
金
融
機
関
と
の
間

の
行
為
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
国
に
主
た
る
事
務
所
を
有

す
る
も
の
と
の
間
の
行
為
を
除
く
。
） 

  

二 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
行
為
の
う
ち
、
日
本
銀
行
が
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
及
び
外
国
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国
金
融
機
関
と
の
間
で
行
う
外
国
為
替
の
売
買
又
は
国
際
金
融
業
務
に
係

る
行
為 

［
三
・
四 

略
］ 

 
五 
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の

う
ち
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
の
間
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
日
本

銀
行
に
お
い
て
振
替
決
済
が
さ
れ
る
も
の 

六 

［
略
］ 

七 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

［
イ
・
ロ 

略
］ 

ハ 

銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
が
そ
の
子
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条

第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
を
顧
客
等
と
し
て
行

う
行
為
で
あ
つ
て
、
当
該
顧
客
等
の
代
表
者
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
行
為
の
任
に
当
た
つ

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

［
⑴
～
⑶ 

略
］ 

⑷ 

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
銀
行
等
そ
の
他
の

金
融
機
関
等
が
当
該
顧
客
等
と
当
該
代
表
者
等
と
の
関
係
を
認
識
し

て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
代
表
者
等
が
当
該
顧
客
等

の
た
め
に
当
該
行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
。 

［
八
・
九 

略
］ 

 

（
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
を
行
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
方

法
） 

第
十
二
条
の
四 

令
第
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

金
融
機
関
と
の
間
で
行
う
外
国
為
替
の
売
買
又
は
国
際
金
融
業
務
に
係
る

行
為 

［
三
・
四 

同
上
］ 

五 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の

う
ち
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
の
間
で
行
わ
れ
る
も
の
で
、
日
本
銀

行
に
お
い
て
振
替
決
済
が
さ
れ
る
も
の 

六 

［
同
上
］ 

七 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為
の

う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

［
イ
・
ロ 

同
上
］ 

ハ 

銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
が
そ
の
子
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条
第

三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
）
を
顧
客
等
と
し
て
行
う

行
為
で
あ
つ
て
、
当
該
顧
客
等
の
代
表
者
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
顧
客
等
の
た
め
に
当
該
行
為
の
任
に
当
た
つ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

［
⑴
～
⑶ 

同
上
］ 

⑷ 

⑴
か
ら
⑶
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
銀
行
等
そ
の
他
の

金
融
機
関
が
当
該
顧
客
等
と
当
該
代
表
者
等
と
の
関
係
を
認
識
し
て

い
る
こ
と
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
当
該
代
表
者
等
が
当
該
顧
客
等
の

た
め
に
当
該
行
為
の
任
に
当
た
つ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ

と
。 

［
八
・
九 

同
上
］ 

 

（
顧
客
等
に
つ
い
て
既
に
本
人
確
認
を
行
つ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
方

法
） 

第
十
二
条
の
四 

令
第
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
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方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
顧
客
等
（
法
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
顧
客
等
が
国
等
（
令
第

七
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
又
は
当

該
国
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
本
人
確
認
記
録
（
住

所
若
し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
と
す

る
。
た
だ
し
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
（
令
第
十
一
条
の
五
第
二
項

第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
他
の
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
顧
客
等
、
代
表
者
等
又
は
法

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
と
面
識
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
顧
客
等
が
本
人
確
認
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等

と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
当
該
顧
客
等
が
本
人
確
認
記
録

に
記
録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

 

（
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
に
係
る
本
人
確
認
記
録
の
保
存
期
間

の
起
算
日
） 

第
十
二
条
の
六 

法
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法

第
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
本
人
確
認
記
録
を
作
成
し
た
行
為
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
と
す
る
。 

一 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

当
該
行
為
が
終
了
し
た
日 

方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
顧
客
等
（
法
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
顧
客
等
を
い
い
、
顧
客
等
が
国
等
（
令
第

七
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
又
は
当

該
国
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
本
人
確
認
記
録
（
住

所
若
し
く
は
居
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

も
の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
記
録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
と
す

る
。
た
だ
し
、
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
（
令
第
十
一
条
の
五
第
二
項
第

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
他
の
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
顧
客
等
、
代
表
者
等
又
は
法
第
十

八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
顧
客
等
と
み
な
さ
れ
る
自
然
人
と
面
識
が
あ
る

場
合
そ
の
他
の
顧
客
等
が
本
人
確
認
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等
と
同

一
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
当
該
顧
客
等
が
本
人
確
認
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
顧
客
等
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

［
一
・
二 

同
上
］ 

 

（
資
本
取
引
に
係
る
契
約
締
結
等
行
為
に
係
る
本
人
確
認
記
録
の
保
存
期
間

の
起
算
日
） 

第
十
二
条
の
六 

［
同
上
］ 

   

一 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為

（
金
融
指
標
等
先
物
契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
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イ 

暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
の
媒
介
、
取
次
ぎ

又
は
代
理
を
受
け
る
こ
と
（
こ
れ
ら
の
行
為
を
継
続
的
に
又
は
反
復
し

て
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

ロ 

金
融
指
標
等
先
物
契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委

託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
受
け
る
こ
と 

二 

前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
八

号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為 

当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
日 

  ２ 

［
略
］ 

 

（
換
算
の
方
法
） 

第
二
十
七
条 

令
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
間
の

換
算
（
令
及
び
こ
の
省
令
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
取
引
、
行
為
又
は
支
払

等
の
額
に
つ
い
て
換
算
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
財
務
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
換
算
す
る
方
法
と
す
る
。 

［
一
・
二 

略
］ 

三 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
現
金
、
持
参
人
払
式
小

切
手
、
自
己
宛
小
切
手
、
旅
行
小
切
手
又
は
無
記
名
の
公
社
債
の
本
券
若

し
く
は
利
札
の
受
払
い
を
す
る
行
為
で
あ
つ
て
、
そ
の
金
額
が
二
百
万
円

に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
等
と

の
間
で
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
売
買
を
伴
う
も
の 

当
該
本
邦
通
貨

と
外
国
通
貨
と
の
売
買
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用

託
の
媒
介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
受
け
る
こ
と
を
除
く
。
） 

当

該
行
為
が
終
了
し
た
日 

 

（
新
設
） 

   

（
新
設
） 

 

二 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
行
為
の
う
ち
金
融
指
標

等
先
物
契
約
に
係
る
取
引
の
委
託
を
受
け
、
又
は
そ
の
委
託
の
媒
介
、

取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
引
き
受
け
る
こ
と
及
び
同
項
第
八
号
か
ら
第

十
号
ま
で
に
掲
げ
る
行
為 

当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
日 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
換
算
の
方
法
） 

第
二
十
七
条 

［
同
上
］ 

    

［
一
・
二 

同
上
］ 

三 

令
第
十
一
条
の
五
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
現
金
、
持
参
人
払
式
小

切
手
、
自
己
宛
小
切
手
、
旅
行
小
切
手
又
は
無
記
名
の
公
社
債
の
本
券
若

し
く
は
利
札
の
受
払
い
を
す
る
行
為
で
あ
つ
て
、
そ
の
金
額
が
二
百
万
円

に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
銀
行
等
そ
の
他
の
金
融
機
関
と
の

間
で
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
売
買
を
伴
う
も
の 

当
該
本
邦
通
貨
と

外
国
通
貨
と
の
売
買
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
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い
て
換
算
す
る
方
法 

四 

［
略
］ 

 
第
二
十
七
条
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
、
令
第
六
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
令

第
七
条
の
二
に
規
定
す
る
支
払
等
若
し
く
は
令
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

令
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
に
係
る
支
払
等
の
う
ち
暗

号
資
産
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
、
当
該
資
本
取
引
の
う
ち
法
第
二
十
条
の
二
の

規
定
に
よ
り
資
本
取
引
と
み
な
さ
れ
る
取
引
又
は
令
第
十
一
条
の
五
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
号
若
し
く
は

第
五
号
に
掲
げ
る
行
為
で
あ
つ
て
、
当
該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る

本
邦
通
貨
と
暗
号
資
産
と
の
間
又
は
異
種
の
暗
号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、

当
該
規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
支
払
等
、
取
引

又
は
行
為
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
の
当
該
支
払
等
、
取

引
又
は
行
為
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

［
略
］ 

て
換
算
す
る
方
法 

四 

［
同
上
］ 

 第
二
十
七
条
の
二 

令
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
等
の
う
ち
暗
号
資
産

（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当

該
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
本
邦
通
貨
と
暗
号
資
産
と
の
間
又
は
異

種
の
暗
号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、
当
該
規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て

当
該
換
算
を
す
べ
き
支
払
等
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
の

当
該
支
払
等
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る
方
法
そ
の
他
の
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

    

２ 

［
同
上
］ 

 



○ 

外
国
為
替
の
取
引
等
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
二
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

後 

改 
 
 
  
 
 
 

正 
  
 
 
  
 

前 
（
報
告
を
要
し
な
い
支
払
等
の
範
囲
） 

第
一
条 

［
略
］ 

２ 

令
第
十
八
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
支
払

等
は
、
非
居
住
者
が
し
た
本
邦
か
ら
外
国
へ
向
け
た
支
払
及
び
外
国
か
ら
本

邦
へ
向
け
た
支
払
の
受
領
並
び
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
が
し
た
当
該
各
号

に
掲
げ
る
支
払
等
と
す
る
。 

一 

居
住
者 

次
に
掲
げ
る
支
払
等 

［
イ
～
ホ 

略
］ 

ヘ 

支
払
手
段
及
び
暗
号
資
産
以
外
に
よ
る
支
払
等
（
債
権
債
務
を
消
滅

さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

ト 

［
略
］ 

チ 

暗
号
資
産
の
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
に
係
る
支
払
等
の

う
ち
、
当
該
売
買
又
は
他
の
暗
号
資
産
と
の
交
換
が
暗
号
資
産
交
換
業

者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産

交
換
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
（
以

下
「
媒
介
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
っ
て
さ
れ
る
も
の 

リ 

［
略
］ 

 

［
二
～
六 

略
］ 

 

（
資
本
取
引
を
一
括
し
て
報
告
す
る
者
の
帳
簿
書
類
） 

第
七
条 

銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
届
出
者
が
、
法
第
五
十
五
条
の

（
報
告
を
要
し
な
い
支
払
等
の
範
囲
） 

第
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

   

一 

［
同
上
］ 

［
イ
～
ホ 

同
上
］ 

ヘ 

支
払
手
段
及
び
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
に
よ
る
支
払

等
（
債
権
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ト 

［
同
上
］ 

［
新
設
］ 

    

チ 

［
同
上
］ 

 

［
二
～
六 

同
上
］ 

 

（
資
本
取
引
を
一
括
し
て
報
告
す
る
者
の
帳
簿
書
類
） 

第
七
条 

銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
届
出
者
が
、
法
第
五
十
五
条
の



三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
の
期
間
内
に
当
事
者
と
な
り
、
又
は
媒
介

等
を
し
た
資
本
取
引
（
同
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
又
は
第
十
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
一
括
し
て
報
告
を
し
た
と
き
は
、

当
該
銀
行
等
、
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
届
出
者
は
、
令
第
十
八
条
の
五
第

七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
報
告
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
五
項
に
定
め
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

［
略
］ 

 

（
資
本
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
に
関
す
る
報
告
） 

第
十
三
条 

［
略
］ 

［
２
～
４ 

略
］ 

５ 

暗
号
資
産
交
換
業
者
が
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
三
号
（
法
第
二
十

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
資
本
取
引
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
掲
げ

る
資
本
取
引
の
媒
介
等
（
三
千
万
円
に
相
当
す
る
額
を
超
え
る
資
本
取
引
の

媒
介
等
に
限
る
。
）
を
し
た
と
き
は
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該

媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
二
十
三
に
よ
る
報
告
書

一
通
を
作
成
し
、
当
該
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
、
日

本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

前
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
の
媒
介
等
を
し
た
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
、

当
該
媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
及
び
当
該
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す

る
月
中
に
お
い
て
行
わ
れ
た
当
該
資
本
取
引
以
外
の
資
本
取
引
（
当
該
暗
号

資
産
交
換
業
者
が
媒
介
等
を
し
た
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
に
つ

い
て
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
一
括
し
て
報
告
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
当
該
暗
号
資
産
交
換
業
者
は
、
当
該
一
括
し
て
報
告
し
よ

う
と
す
る
資
本
取
引
に
つ
い
て
、
別
紙
様
式
第
二
十
四
に
よ
る
報
告
書
一
通

三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
一
定
の
期
間
内
に
当
事
者
と
な
り
、
又
は
媒

介
、
取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
（
以
下
「
媒
介
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
資
本

取
引
（
同
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
又
は
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
一
括
し
て
報
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
銀
行
等
、

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
届
出
者
は
、
令
第
十
八
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
当
該
報
告
を
し
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第

五
項
に
定
め
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

［
同
上
］ 

 

（
資
本
取
引
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
に
関
す
る
報
告
） 

第
十
三
条 

［
同
上
］ 

［
２
～
４ 

同
上
］ 

［
新
設
］ 

      

［
新
設
］ 

      



を
作
成
し
、
当
該
媒
介
等
を
し
た
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
二
十
日
ま
で
に
、
日
本
銀
行
を
経
由
し
て
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
（
報
告
書
作
成
上
の
換
算
等
） 

第
三
十
五
条 

［
略
］ 

一 

第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三

号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
十
三
条
の
三
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告 

当
該
報
告
に
係
る
取
引
、
行
為
若
し
く
は
支
払
等
が
行
わ
れ
た

日
又
は
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用

い
て
換
算
す
る
方
法 

［
二
・
三 

略
］ 

 第
三
十
六
条 

令
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
間
の

換
算
（
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
提
出
の
要
否
を
判
断
す
る
場
合

に
お
け
る
換
算
に
限
る
。
）
に
係
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
す
る

方
法
と
す
る
。 

一 

［
略
］ 

二 

第
一
条
第
二
項
第
一
号
ニ
か
っ
こ
書
き
に
規
定
す
る
支
払
等 

当
該
支

払
等
を
し
た
日
に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
換
算
す
る
方
法 

二
の
二 

第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
資
本
取
引
の
媒
介
等 

当
該
媒
介

等
を
し
た
資
本
取
引
が
行
わ
れ
た
日
に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用

い
て
換
算
す
る
方
法 

    

（
報
告
書
作
成
上
の
換
算
等
） 

第
三
十
五
条 

［
同
上
］ 

一 

第
二
条
第
二
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第

五
項
、
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三

号
、
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
三
条
の
三
、
第
三
十
条
並

び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告 

当
該
報
告
に
係
る
取

引
、
行
為
若
し
く
は
支
払
等
が
行
わ
れ
た
日
又
は
そ
の
日
の
属
す
る
月
の

末
日
に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
換
算
す
る
方
法 

 

［
二
・
三 

同
上
］ 

 

第
三
十
六
条 

令
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
本
邦
通
貨
と
外
国
通
貨
と
の
間

（
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
の
提
出
の
要
否
を
判
断
す
る
場
合
に
お

け
る
換
算
に
限
る
。
）
に
係
る
財
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
す
る
方
法

と
す
る
。 

一 

［
同
上
］ 

二 

第
一
条
第
二
項
第
一
号
ホ
か
っ
こ
書
き
に
規
定
す
る
支
払
等 

当
該
支

払
等
を
し
た
日
に
お
け
る
実
勢
外
国
為
替
相
場
を
用
い
て
換
算
す
る
方
法 

［
新
設
］ 

  



三
・
四 

［
略
］ 

 第
三
十
六
条
の
二 

［
略
］ 

２ 
暗
号
資
産
交
換
業
者
が
第
十
三
条
第
五
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
報

告
を
す
る
場
合
に
お
け
る
異
種
の
暗
号
資
産
相
互
間
の
換
算
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
お
い
て
そ
の
額
に
つ
い
て
当
該
換
算
を
す
べ
き
資
本
取
引
が
行
わ
れ

た
日
に
お
け
る
当
該
資
本
取
引
の
対
象
と
な
る
暗
号
資
産
の
相
場
を
用
い
る

方
法
そ
の
他
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

三
・
四 

［
同
上
］ 

 第
三
十
六
条
の
二 

［
同
上
］ 

［
新
設
］ 

 




